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自 然 観 察 会 �

日　時　７月６日（日）　10:00～15:00�

集合場所　森吉山野生鳥獣センター�

コース　黒石川林道出会いから国の天然記

　　　　念物の桃洞スギを訪ねる�

参加費　１人100円（傷害保険料）当日持参�

参加対象　２時間ほどのトレッキングが可能な方�

服装持物　トレッキングに適した服装で雨具、�

　　　　昼食、飲み物等は各自持参�

定　員　30名（申込み多数の場合は抽選）�

申込期限　７月１日（火）�

申込み・問合せ 環境省秋田自然保護官事務所

　　　　　　　　a０１８－８６７－８５８８�

「森吉山麓高原のスギ原生林を訪ねる」�

市営住宅入居者募集�

①南鷹巣団地（鷹巣字平崎上岱13-2）

　簡易耐火２階建３LDK 浴槽・釜なし 17,400円～28,900円※�

　簡易耐火２階建２DK   浴槽・釜なし 10,300円～12,800円�

　簡易耐火２階建２LDK 浴槽・釜なし 15,200円～25,200円�

②胡桃舘団地（綴子字胡桃舘2）

　簡易耐火２階建３LDK 浴槽・釜なし 17,700円～29,300円※�

③御嶽団地（本城字上悪戸31-1）

　木造平屋２戸建２LDK 17,200円～28,500円�

④サンコーポラスなかたい住宅（鷹巣字東中岱51-1）

　鉄筋コンクリート造５階建３DK 43,100円（共益費800円）※�

　駐車場使用料１台3,000円　募集戸数６戸（１階、３階、４階）�

　駐車場の使用は原則１世帯につき１台となります�

⑤三両団地（阿仁水無字寺後1-5）

　木造平屋３DK 9,800円～16,300円※�

敷　金　家賃の３ヵ月分�

駐車場保証料　使用料の３ヵ月分�

入居資格　収入基準を満たすこと／住宅に困窮していること

　が明らかなこと／租税公課を滞納していないこと／④の１

　階部分については、入居者又は同居者に加齢や身体の障害 

　等により階段の昇降に支障があると客観的に認められる方

　が含まれていること／その他、窓口にて簡単な調査があり

　ます。／※印の住宅は単身入居不可�

申込方法　市都市計画課及び各支所まで�

募集期間　６月17日（火）～26日（木）【但し土日を除く】�

問合せ　①②④の住宅は　都市計画課　　　a６２－６６４１�

　　　　③の住宅は　森吉支所産業建設課　a７２－３１１２�

　　　　⑤の住宅は　阿仁支所産業建設課　a８２－２１１４�

児 童 手 当�児 童 手 当�児 童 手 当�

　児童手当の受給者は、毎年６月中に所得・養

育状況等支給要件確認のため「現況届」を必ず

提出しなければなりません。�

　現在受給されている方には用紙を送付して

おりますので、６月１日における状況を記入・

確認のうえ提出してください。※６月以降に

受給資格が消滅すると思われる方も提出が必

要です。なお、受給資格があっても、届出がな

いと、６月以降の手当が受けられませんので

ご注意ください。�

《提出・添付書類》

●現況届 送付された用紙に記入、押印、確認

のうえ提出してください。�

●健康保険被保険者証（写）または、年金加入証明書

 受給者が被用者（会社員等）である場合に提出�

　※国民年金の方は不要�

●平成20年度児童手当用所得証明書

　(前住所地の市区町村長が発行のもの)

 北秋田市に平成20年１月２日以降に転入さ

れた方�

●公務員の方は勤務先で手続きとなります

◎問合せ　福祉事務所福祉課　a62－1113�

　　　　　または各支所市民福祉課　�

～現況届の提出が必要です～�
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（診療時間 午後６：３０～９：００）

夜間当番医（　）日程表�夜間�
診療�
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電話番号
82－2351
62－1146
62－1101
78－3161
78－3338
72－4501
62－1155
62－2261
63－0515
62－2882
69－7311
63－2700
62－1400
62－1146
60－1055

医 療 機 関 名
阿 仁 病 院
奈 良 医 院
盛 岡 外 科 医 院
国民健康保険合川診療所
疋 田 外 科 内 科 医 院
公立米内沢総合病院
近 藤 医 院
津 谷 内 科
遠 藤 ク リ ニ ッ ク
藤 原 医 院
児玉内科クリニック
たむら内科クリニック
石川耳鼻咽喉科医院
奈 良 医 院
う え だ ク リ ニ ッ ク

人口と世帯数�

（
　
歳
）

（
　
歳
）

（
　
歳
）

（
　
歳
）

（
　
歳
）

（
　
歳
）

（
　
歳
）

（
　
歳
）

（
　
歳
）

（
　
歳
）

さ
ん

さ
ん

さ
ん

さ
ん

さ
ん

さ
ん

さ
ん

さ
ん

さ
ん

さ
ん

武

石

忠

藏

 

武

石

イ

ト

 

嘉

成

イ

ワ

 

三
浦
キ
ミ
ヱ 

宮
野
貞
之
助 

庄

司

忠

男

 

佐
々
木
　
一 

飛

沢

眞

一

 

三
戸
キ
ク
ヱ 

戸

嶋

哲

雄

 

大

杉

根
小
屋

新

町

米
内
沢
駅
前

小

又

八
幡
森

阿
仁
荒
瀬

阿
仁
水
無

阿
仁
銀
山

阿
仁
小
様

92908483826874858880

ち
ゅ
う
ぞ
う

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

て
い
の
す
け

た

だ

お

ひ
と
し

し
ん
い
ち

て

つ

お

税 の納期限

６月３０日まで
市県民税  第１期

※5月31日現在住民基本台帳による

総人口　38,724人（44人減）

　男　　18,275人（16人減）

　女　　20,449人（28人減）

出　生　19人　転　入　32人

死　亡　38人　転　出　57人

世帯数  14,741世帯（6世帯増）

前月比�

■次の事項をご確認ください�

▼診療の対象となるのは応急の診察を要す

る方です。仕事や職場の都合で夜間診療を受

ける場合は、診療に応じかねます。▼往診は

していません。年齢・病気の病状にかかわら

ず事前に当番医に電話等でご相談ください。

◆新しい県税制度◆�

「水と緑の森づくり税」がはじまります�
　県民共有の財産である森林を健全に守り育て、将来に引き継

ぐことを目的に、新しい県税の制度「水と緑の森づくり税」が今

年度から始まります。県ではこの税を財源として、生育の思わ

しくないスギ人工林の混交林への誘導、松くい虫被害跡地の健

全化など森林環境保全の取組を進めます。�

税額等　◆個人のかた　年８００円�

　　　　◆法人のかた　法人県民税均等割額の８％相当額�

　　　　※県民税・法人県民税に加算して納めていただきます�

◎問合せ　県水と緑推進課　a０１８－８６０－１７５０


